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平成３０年第２回千早赤阪村議会臨時会会議録 

 

１． 招集年月日 

   平成３０年１１月１日 

２． 招集の場所 

   千早赤阪村立保健センター 三階議事堂 

３． 出席議員        

   １番  田 中 博 治         ２番  関 口 ほづみ 

   ３番  井 上 浩 一         ４番  田 村   陽 

   ５番  千 福 清 英         ６番  藤 浦   稔 

   ７番  山 形 研 介 

４． 欠席議員 

   な   し 

５． 署名議員 

   ２番  関 口 ほづみ         ３番  井 上 浩 一 

６． 職務のため議場に出席した者の職氏名 

   局    長  植 木 朋 子     局 長 代 理  松 村 典 英 

７． 地方自治法第１２１条により、説明のため出席した者の職氏名 

   村    長  松 本 昌 親     副  村  長  清 水 秀 都 

   教  育  長  矢 倉 龍 男     人事財政課長  菊 井 佳 宏 

   理事兼地域戦略室長  上 島   豊             幸   雄 一 

           中 野 光 二     住 民 課 長  池 西 昌 夫 

   健康福祉課長  尾 谷   浩             西 口 美 和 

   観光・産業振興課長  北 浦 信 行     施設整備課長  日 谷 順 彦 

   施設整備課参事  増 田 浩 志             城   和 男 

   理 事  志 摩   暁     理 事  藤 本 佳 奈 

   教 育 課 長  赤 阪 秀 樹     教育課参事  蔦   亜紀朗 

８． 議事日程        

   日程第１ 会議録署名議員の指名について 

   日程第２ 会期の決定について 

   日程第３ 諮問第 １号 退職手当支給制限処分の審査請求について 

   日程第４ 議案第７５号 専決処分〔平成３０年度千早赤阪村一般会計補正予算

会計管理者兼 
総 務 課 長 

地域戦略室新庁舎・ 
大規模改修担当課長 

施設整備課理事 
兼災害復旧室長 

健康福祉課 
健康担当課長 
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（第８号）〕の承認を求めることについて 

   日程第５ 議案第７６号 教育委員会委員の任命について 

   日程第６ 次期議会の会期日程等の議会運営に関する事項及び議長の諮問に関する

事項について 

   日程第７ 庁舎建設特別委員会の閉会中の所管事務調査について 
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            午前１０時００分 開会 

○田中議長 皆さんおはようございます。 

 ただいまの出席議員は６名でございます。定足数に達しておりますので、平成３０年第

２回千早赤阪村議会臨時会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○田中議長 議事日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定によって、２番関口議員、３番井上議員

を指名いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○田中議長 議事日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本臨時会の会期は、本日１１月１日の１日といたしたいと思います。これに異議ありま

せんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○田中議長 異議なしと認めます。よって、本臨時会の会期は本日１１月１日の１日と決

しました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○田中議長 議事日程第３、諮問第１号退職手当支給制限処分の審査請求についてを議題

といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 松本村長。 

○松本村長 諮問第１号は、退職手当支給制限処分に係る審査請求についてでございま

す。 

 この諮問は、平成３０年７月２日付で千早赤阪村に対し行われた審査請求について、地

方自治法第２０６条第２項の規定に基づき、議会へ諮問するものでございます。 

 内容につきましては担当より説明いたしますので、よろしく御意見賜りますようお願い

申し上げます。 

○田中議長 詳細説明を菊井人事財政課長。 

○菊井人事財政課長 それでは、諮問第１号退職手当支給制限処分にかかわる審査請求に

つきまして概略説明のほうをさせていただきます。 

 まず、審査請求人でございますが、富田林在住の元職員で主事でございました。 
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 ２番目としまして、審査請求に係る処分としましては、職員の退職手当に関する条例に

基づく退職手当支給制限処分でございます。 

 審査請求年月日につきましては、審査請求人の代理人の弁護士より平成３０年７月２日

に提出されました。 

 審査請求の趣旨としましては、本村が平成３０年５月２３日付で審査請求人に行った職

員の退職手当に関する条例に基づく一般の退職手当の全部または一部を支給しないことと

する処分の取り消しを求めるものでございます。 

 審査請求の理由としましては、審査請求人は盗撮という公務外の非行に対する違法なこ

とを行いましたが、これにつきましては違法な処分であるということで南河内公平委員会

に対しましてその処分の取り消しを求めている状況でございます。よって、退職手当支給

制限は懲戒免職処分を踏まえ、なされた処分であるから、懲戒免職処分とともに取り消さ

れるべきものであるというのが審査請求の理由となってます。 

 それに対しまして、２ページ目でございますが、村であります処分庁の主張の趣旨とし

ましては、（１）で盗撮には著しく常習性が認められ、計画性も認められること。よっ

て、非違行為としましては極めて悪質であると。そして、懲戒処分等に関する指針の基準

及び自治体の事例に基づきまして、懲戒免職処分が相当であると判断したものでございま

す。（３）としまして、その判断は裁量の範囲内であり、社会観念上著しく妥当を欠き裁

量権の範囲を逸脱した濫用をしたと認められる事情は見当たらない。そして、４番目とし

まして、よって懲戒免職処分が妥当と判断し、職員の退職手当に関する条例により退職手

当の全部を支給しないこととする処分をいたしたものでございます。 

 そして、７番目としまして、裁決の趣旨につきましては、本村の場合は本審査請求を棄

却するということでございます。 

 ８番目としまして、裁決の理由ですが、まず（１）としまして認定事実でございます

が、①に書いてありますとおり女子生徒のスカートの中を改造したかばんの中に忍ばせた

スマートフォンで盗撮し、警察署に任意同行され、盗撮の事実は本人は認めております。

そして、盗撮につきましては約３年間３０回程度繰り返し行われていたと。そして、処分

庁は同年５月２３日付で懲戒免職処分とあわせまして退職手当支給制限処分として審査請

求人本人にその旨を通知しました。③としまして、審査請求人は平成３０年７月２日付で

退職手当支給制限処分の取り消しを求める審査請求を行ったということでございます。そ

して、判断としましては、①懲戒免職処分に対する不服を述べる審査請求人の主張につき

ましては、懲戒免職処分が取り消されていない以上理由がない。２番目としまして、退職

手当は職員が退職した場合にその勤続を報償する趣旨で支給されるものであることから、
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報償することのできない非違行為を行った者には支給すべきではない。よって、退職手当

を支給すべき特別な事情が認められてない以上理由がないという判断をさせてもらった状

況でございます。 

 以上、簡単ではございますが、審査請求に対する概略説明にさせていただきます。よろ

しくお願いします。 

○田中議長 これより本案に対する質疑に入ります。 

 ありませんか。 

 関口議員。 

○関口議員 村としては請求人からの請求は棄却するという判断でありますけれども、請

求の内容ですけれども、村の判断としましては退職手当を支給すべき特別な事情が認めら

れない以上ということで、特別な事情というのは通例、通常といいますか一般的にどうい

う事情があって、それには当たらないと判断されたのかお尋ねします。 

○田中議長 菊井課長。 

○菊井人事財政課長 本村ではそういった特別な事情っていうのが、懲戒免職もそんなに

なかったもんで事情はないんですけど、いろいろ調べさせてもらいますと、懲戒免職とな

ったものの、その辺につきましては情状酌量の余地があり、また社会情勢、そういったも

のを考えてもやはり懲戒免職であるけどそういう情状酌量の余地とかそういったものを考

えまして退職手当をまれに支給する場合もある。全額の場合もありますし、その何割とい

うようなこともありますけど、うちで通常はそういう社会通念上誰が見てみても払ったほ

うがいいんじゃないかというような情状酌量がまた判断された場合ということになってお

ります。 

 以上でございます。 

○田中議長 関口議員。 

○関口議員 村のこの判断は私としては妥当やったと思うんですけれども、それに対して

不服といいますか審査の請求が出てるわけですけれども、私としてはそれで村の判断とし

てはよかったと思ってるんですけれども、特別な事情っていう具体的な事由ってどんなも

のですかということで。 

○田中議長 菊井課長。 

○菊井人事財政課長 それは退職金を払う特別な事情ということ。 

○関口議員 村の条例といいますか、の中には特別な事由って例えばどういうことがある

のかな、一般的によその行政府なんかでそういうふうにしたどんな理由があって退職金を

払ってはるんかなっていう。 
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○田中議長 菊井課長。 

○菊井人事財政課長 済んません。例えばの例なんですけど、よくよそであるのが交通事

故とかで相手が亡くなられたとかそういうことにおいて、仮に禁錮刑なれば必然的に失職

という形になりますので、そういった場合につきましては、禁錮刑にはなりましたけどや

はりその人の職務内容、そういったものと、というようなところで情状酌量の余地があっ

た場合については払った事例もあるようには聞いております。 

 以上でございます。 

○田中議長 関口議員。 

○関口議員 過失なんかで退職金を払ってるというような事情は考えられますけれども、

この件につきましては、非常に計画的であったし、また村の公務員であるという以上は一

般的なものと比べて世間的には重く、最近ではやっておりますので、これは私としては妥

当かなとは思っておりますが、次にもしも彼の場合は退職金どれぐらいになるのか。 

○田中議長 菊井課長。 

○菊井人事財政課長 退職金につきましては約４４万円でございます。 

 以上でございます。 

○田中議長 いいですか。 

 関口議員。 

○関口議員 もし退職金が払われれば４４万円。しかし、この事件からしましても、それ

を払うことはできないというのは判断としては妥当だと思うんですが、審査請求の理由に

裁量権の範囲を逸脱しているのではないかという請求で来ておりますけれども、その辺に

関しては村としては、先ほど来説明もありましたけれども、裁量権の範囲を逸脱してると

いうことはないと、その大きな理由としてもう一度お願いいたします。 

○田中議長 菊井課長。 

○菊井人事財政課長 懲戒免職処分につきましては、現在審査請求人が南河内の公平委員

会に同じような内容で裁量権の代理人を立てて、処分が、懲戒免職が厳し過ぎるんではな

いかというような申し立てが出ておりまして、まだいろいろ書類のやりとりをやっとるだ

けで、まだ公平委員会のほうで呼ばれて事情を聞かれるというような状況はないんですけ

ど、ただ村の場合は懲戒免職にしたということなんですけど、村だけではなく近隣市町村

の懲戒の指針そして大阪府とかでもやはり盗撮につきましては、１回程度とかというので

あれば懲戒免職にはなっておりません。ただ、やはり悪質、計画性のある、そういったも

のにつきましてはもう免職処分となっておりますので、そういった他の事例も参考等にさ

せてもろてますので、別に村だけが特段に厳しい、そういった逸脱した処分ではないと考
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えております。 

 以上でございます。 

○田中議長 関口議員。 

○関口議員 今後のこれからの動きですけれども、村としては懲戒免職処分として退職金

も払わなかった、請求が来た、この請求に対して私たちの判断としてはきょうの結果どう

なるかわかりませんが、その結果今後の動きとしてはどういうふうになっていくのか、大

体の動きを教えてください。 

○田中議長 菊井課長。 

○菊井人事財政課長 きょう諮問で、村の判断で間違いないということ答申をいただけれ

ば、それを通知のほうはさせてもらいます。そして、あとは焦点のほうは南河内公平委員

会で今後懲戒免職処分の妥当性を審議されますので、その中で仮に公平委員会のほうでや

っぱり懲戒免職ではなく、っていうのは厳し過ぎるという判決になれば当然停職とかそう

いった形にはなってくるかとは思います。ただ、村のほうの懲戒免職が妥当という判断を

公平委員会のほうでも認められればそれが決定しまして、ただあえて審査請求人が今後や

はりそれに対して不服があれば次は司法の場というな感じの手続になってくるような状況

でございます。 

 公平委員会のほうも現在慎重に審議されてますので、年内にっていうのはちょっと厳し

いかな、年度末ぐらいになるんかなという見込みで、まだ時期はいつごろ決まるというこ

とは現状では言うことはできません。 

 以上でございます。 

○田中議長 関口議員。 

○関口議員 そうしましたら、きょうの答申といいますか、請求に対して私たちの判断に

基づいて南河内公平委員会がどのように判断されるかによってまた動きが左右されるとい

いますか、今後の経過もいろんな状況があるということでよろしいんですね。わかりまし

た。 

○田中議長 ほかに。 

 どうぞ。 

○菊井人事財政課長 済いません。ちょっと私の説明も。あくまでも今回は懲戒免職に対

して退職手当のことを、支給するか支給しないかの判断だけでございまして、あくまでも

これはこれだけでございまして、公平委員会のほうは別にこの結果がどうであろう懲戒免

職が妥当であるか厳しいかという判断をされるわけで、今回はあくまでも懲戒免職処分が

今なっとると。それに対しての退職手当を支給するか制限するかだけのものなんで、きょ
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うの結果をもとに公平委員会がまた判断するということはないかな、あくまでも公平委員

会のほうにつきましては処分の妥当性を判断するところでございますので、今回は、です

んで仮にここできょうもろうて退職制限をしないのは当然であるというような判断をいた

だいても、仮に公平委員会で停職処分になって仮にまたそこから依願退職になれば今は退

職金を払うことにはなりますんで。今のこの場は懲戒免職処分に対しての退職金を払うの

が妥当か払わないほうが妥当かという判断になってきまして、村は当然懲戒免職処分であ

りますし情状酌量の余地はないんで払わないという判断をしました。それに対して今回議

会のほうで答申をいただくということになっております。 

 以上でございます。 

○田中議長 いいですか。 

 関口議員。 

○関口議員 きょうのことは４４万円の退職金を払わないとか払えへんかということの私

たちの判断ではありますけれども、しかし今後の動きはこれとは別に公平委員会の判断な

んかによっては動きがあるということですね。 

○田中議長 ほかにございませんか。 

            （「質疑なし」との声あり） 

○田中議長 ほかにないようですので、これにて本案に対する質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 諮問第１号につきましては、会議規則第３８条第３項の規定により本会議で議決するこ

とに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○田中議長 異議なしと認めます。よって、諮問第１号につきましては本会議で議決する

ことに決しました。 

 これより諮問第１号に対する討論に入ります。 

 討論される方ありませんか。 

            （「討論なし」との声あり） 

○田中議長 これにて討論を終結いたします。 

 本案に御意見があれば賜ります。 

            （「意見なし」との声あり） 

○田中議長 これより諮問第１号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり棄却することに異議ございませんか。 
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            （「異議なし」との声多数あり） 

○田中議長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり棄却することに異議ない

ものと答申することに決しました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○田中議長 議事日程第４、議案第７５号専決処分〔平成３０年度千早赤阪村一般会計補

正予算（第８号）〕の承認を求めることについてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 松本村長。 

○松本村長 議案第７５号は、平成３０年１０月１日付で専決処分いたしました平成３０

年度千早赤阪村一般会計補正予算（第８号）について議会の承認を求めるものでございま

す。 

 本予算は、台風２４号豪雨により被災した村道及びげんき保育園の敷地として貸与して

いる村有地の復旧に係る経費を補正するものでございます。 

 内容につきましては担当より説明いたしますので、よろしく御審議の上、御議決いただ

きますようお願い申し上げます。 

○田中議長 詳細説明を菊井人事財政課長。 

○菊井人事財政課長 それでは、議案第７５号の平成３０年１０月１日付で専決処分いた

しました平成３０年度千早赤阪村一般会計補正予算（第８号）につきまして御説明申し上

げます。 

 ４ページをお開きください。 

 第２表、地方債の補正でございます。 

 本予算で追加となる起債事業につきましては、道路橋梁災害復旧事業で、地方債の限度

額３，２００万円、償還期限は１０年、据置期間が２年で、道路橋梁災害復旧債の対象事

業でございます。 

 続きまして、１０ページをお開きください。 

 歳入歳出補正予算事項別明細書の３、歳出でございます。 

 １３款災害復旧費、２項公共土木施設災害復旧費、１目道路橋梁災害復旧費、補正額

３，３４２万４，０００円の増、財源内訳は地方債３，２００万円、一般財源１４２万

４，０００円で、村道西峯学校線の災害応急対策工事２，８９７万３，０００円、災害復

旧事業測量業務委託料３３０万円、不動産鑑定委託料１５万５，０００円などでございま

す。 

 ５項その他施設災害復旧費、１目その他施設災害復旧費、補正額３，４２３万２，００
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０円の増、財源は全額一般財源で、げんき保育園園庭のり面の災害応急対策工事３，４０

１万２，０００円と応急対策工事に伴う監督補助委託料２２万円でございます。 

 続きまして、８ページをお開きください。 

 ２、歳入でございます。 

 １８款繰入金、２項基金繰入金、３目財政調整基金繰入金、補正額３，５６５万６，０

００円の増で、財政調整基金繰入金でございます。 

 ２１款村債、１項村債、１０目災害復旧債、補正額３，２００万円の増、道路橋梁災害

復旧債でございます。 

 以上、御説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○田中議長 これより本案に対する質疑に入ります。 

 関口議員。 

○関口議員 災害後いろいろと、特にげんき保育園の崩壊につきましては、その後の対応

として地域への説明会など行っていただきまして、当初はどうなってるんやろとかという

地域の住民もわからないままで、園児たちが小学校に行くとかということで戸惑ったとこ

ろもありましたけれども、最近では地域の住民の皆さんもなれまして、きのうも子どもた

ちが退園するときは、子どもたちが行き交う姿を見てみんなが温かい目を差し伸べてると

いうような、私たちとしましても子どもたちがいるってこんなに気持ちのいいことかなっ

て感じたところなんですが、千早小吹台小学校の協力もいただいてお金を節約するという

中で非常にみんな協力してやってもらってるなという、気持ちとしてはそういうことなん

です。それで、説明会のときにも出ておりましたけれども、３２年に新しくこども園がで

きるということがわかっている中で仮設の保育園をつくるというのもお金のかかること

で、できることであれば小学校の協力のもとで今の状態を不足分については充実こども園

ができるまではそうした方向でやるのがいいのではないかと、私はそう思っております

し、そういう意見も出ておりましたので、今後教育委員会としてはそういう方向でぜひ協

力していただきたいなと思いますが、この際、関連でどのようにお考えなのかお尋ねした

いと思います。 

○田中議長 矢倉教育長。 

○矢倉教育長 お答えいたします。 

 この前の説明会の中でもお話が少し出てましたけれども、結果として、教育委員会から

千早小吹台小学校へさらなるといいますか、協力を要請いたしました。そして、学校とし

ては当然拒めない立場ですので、できるだけのことはさせてもらいますという返事をいた

だいてます。また改めて、先生方にお願いという形でお伺いする予定です。 
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 ただ、学校のお話の中で、地域の方々は昔に比べて小学校の児童数が非常に減ってきて

ると、だからきっと空き教室も出てるんだろうと、その空き教室を利用してだから別に何

も問題はないんじゃないかっていうような考えをお持ちの方もかなりおられるようで、で

も実際学校としましては、確かに学年の人数は減ってますけども、クラス自体は減ってま

せんので、昔と同様に全ての教室を利用されてきたわけで、その中で２部屋っていいます

か、保育園の運営にお貸しするということになりますと、いろんな支障が出てまいりま

す。例えば、これまでは総合学習教室、つまり冷暖房が完備された部屋でいろんな授業の

習熟度別学習授業とか、またいろんな会合等に利用していたところが、そこをお貸しする

ことになったので、そのかわりの部屋として冷暖房が完備されていない理科室や家庭科室

を使うことになると。 

 ただ、当初のお話のように１２月末までということだったので、辛抱しようということ

にはなっていたんですけども、ただ今後１年半の長期間にわたるということは当然冬も夏

も経験するわけでして、今まで冷暖房空調設備がある部屋を使っていたけれども、これか

らはそういう設備がされていない部屋を利用しなければならなくなったということに対し

ての、またその辺をどう解決していくのかっていう新たな問題も実は出ております。それ

は今後の課題として、とりあえずは正式に村から、また教育委員会から学校へ協力をお願

いして、快く引き受けてくれたことに対するお礼に伺うということを予定しております。 

 結論としましては、平成３２年４月に予定されておりますこども園開園まで、少し長く

はなりますけども、今の状態を引き続いてお願いしました。そして、承諾を得たところで

す。 

○田中議長 関口議員。 

○関口議員 わかりました。いろいろ小学校としても協力していただかなくてはならない

部分もあり、地域としても見守りなんかもやっていただいておる中で、短期、こんなとき

やからお互いに協力できることはやっていこうという、そういういい面も出てきたかなと

思います。その上で、いろいろ支障もあるかと思いますが、その点は今後改善できるもの

は、範囲内でできるものはやっていただけるようにしていきたいなと思っておりますの

で、皆さんの御協力もよろしくお願いしたいなと思います。 

○田中議長 ほかにございませんか。 

 田村議員。 

○田村議員 今回小学校の一部を保育所として使うっていうことで、不足している施設も

あるかと思うんですけれども、どういった施設が不足しているのか、また不足している施

設を今後どうしていくのかについてお伺いしたいと思います。 
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○田中議長 尾谷課長。 

○尾谷健康福祉課長 保育所としての設備の部分につきましては、現在一時避難という形

で小学校のほう利用はさせていただいとるわけでございますけども、その中でもともとげ

んき保育園であった施設として今現在小学校でないという部分、やはり調理室ですね。こ

の部分につきましては小学校の中にはございません。現状としましては、今距離はござい

ますけども、げんき保育園のほうの調理室を使ってそこで給食を作成しまして、車等で衛

生面に注意しながら運んで子どもさんに給食を提供しているという状況でございます。 

 以上でございます。 

○田中議長 田村議員。 

○田村議員 例えばゼロ歳児から２歳児ぐらいのトイレとかっていうのは特に問題は現状

ないんでしょうか。 

○田中議長 尾谷課長。 

○尾谷健康福祉課長 現在は、今やはり小学校でございますので、小さなお子さんが御利

用される座高面の低いようなトイレの便器はございませんので、現在はおまる等を利用し

ていただいて、園のほうで工夫していただいてそちらのほうやっていただいてる状況でご

ざいます。 

 不足してる設備等につきましては、一応園のほうからもいろいろ御相談いただいてます

ので、また千早赤阪福祉会と協議しながら対応については検討させていただきたいという

ふうに考えております。 

 以上でございます。 

○田村議員 以上です。 

○田中議長 いいですか。 

 山形議員。 

○山形議員 １つ、１１ページの中からお聞きしたいんですけども、認識不足かもわかり

ませんけれども、この中に監督補助委託料３９万６，０００円、それから災害復旧費の中

にも監督補助委託料２２万円という計上があると思いますけど、これちょっと御説明願い

たいと思います。 

○田中議長 日谷課長。 

○日谷施設整備課長 監督補助委託料ということで、道路橋梁の部分とその他施設災害復

旧ということで、上の道路橋梁の部分につきましては村道部分、下のその他施設災害復旧

についてはげんき保育園の村有地ののり面の分にということで、予算を分けて計上させて

いただいております。 
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 基本的に公共工事を発注する際には、請負契約の的確な履行を図るということでは発注

者の代理人として設計書どおりに工事が施工されてるかっていうのを監督する監督員とい

うのを配置するということになっております。その監督員は役場の職員ということになる

わけですが、さらに円滑に効率的に工事監理も進めていくという意味において、その監督

員を補助する補助員ということで、監督補助ということで今回それに係る経費を委託料と

して計上させていただいてるということでございます。 

 なお、現在におきましても昨年度２１号、２２号の災害復旧工事というのが多くあるわ

けなんですけども、その復旧工事におきましても補助員ということで同じように対応して

るということで、今回の分につきましても同じく対応していきたいということでございま

す。御理解よろしくお願いいたします。 

○田中議長 山形議員。 

○山形議員 その説明で理解はできるんですけど、今回初めてこういう監督補助委託料と

いう項目が出たんでちょっとお聞きしたわけですけども、これは今課長が答弁ありました

ように本来ならば役場の職員がそこで見るという役目があるんだろうと思うんですけど、

今の状況ではなかなかついてこられないからこの方にお任せしたと思うんですけども、こ

の方のこういう監督をする資格というものが要るのか要らないのかちょっと聞きたい。要

るか要らないか。 

○田中議長 日谷課長。 

○日谷施設整備課長 監督員につきましては法的に資格が何か必要ということはございま

せんで、今現在はシルバー人材センターのほうにお願いをしてると。その中で、過去にお

いて土木職といいますかそういう経験がある方をお願いして実施してるというようなこと

でございます。 

 以上でございます。 

○田中議長 山形議員。 

○山形議員 その方の名前を教えていただくわけにもいかないのか必要でないのか教えて

いただけるんやったら、その１名がわかるんですから、何名ではない、多分１名だと私は

思ってるんですがいかがですか。 

○田中議長 日谷課長。 

○日谷施設整備課長 個人名につきましては個人情報等がございますので、人数につきま

しては１名でございます。 

 以上です。 

○田中議長 山形議員。 



- 14 - 

○山形議員 ありがとうございました。 

○田中議長 ほかにございませんか。 

 井上議員。 

○井上議員 災害復旧っていうことなんですけど、復旧に当たって完全に復旧ではないっ

ていうお話聞いたと思うんですけど、どのレベルまで復旧される予定なんでしょうか。 

○田中議長 日谷課長。 

○日谷施設整備課長 今回補正予算で専決処分ということで計上させていただいてるこの

経費につきましては、あくまでも災害の応急対策ということで、のり面が、斜面が崩落し

たちょうど下のあたりから１トン土のうを積み上げて、のり面保護を行うということでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○田中議長 井上議員。 

○井上議員 ていうことは、今現在通行どめになっているところが通行できるようになる

っていうぐらいまでなんでしょうか。 

○田中議長 日谷課長。 

○日谷施設整備課長 一定応急工事をさせていただきまして、一定の安全性というかそう

いうところの確保ができましたら通行どめを解放していきたいというふうに考えておりま

す。 

 以上です。 

○田中議長 井上議員。 

○井上議員 その時期っていうのは大体いつごろっていうのはわかりますでしょうか。 

○田中議長 日谷課長。 

○日谷施設整備課長 今現況といたしまして、道路ののり面とそれから保育所側ののり面

が崩壊してると。ちょうどその中腹あたりに用水といいますか水がちょっと出てるような

状況もございますので、一定そういう処置もしないと、積んだけどもまた崩れると意味が

ないということもありますので、そういった調査もしながらやっていきたいと考えており

ますので、実質的に工事そのものは２カ月程度とかということはございますけれども、そ

ういった調査を踏まえると若干、場合によっては年内、年をちょっと越すかもわからない

ですけども、そういう程度かなというふうに考えております。 

 以上です。 

○井上議員 ありがとうございました。 

○田中議長 ほかにございませんか。 
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            （「質疑なし」との声あり） 

○田中議長 ほかにないようですので、これにて本案に対する質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第７５号につきましては、会議規則第３８条第３項の規定により本会議で議決する

ことに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○田中議長 異議なしと認めます。よって、議案第７５号につきましては本会議で議決す

ることに決しました。 

 これより議案第７５号に対する討論に入ります。 

 討論される方ありませんか。 

            （「討論なし」との声あり） 

○田中議長 これにて討論を終結いたします。 

 本案に御意見があれば賜ります。 

            （「意見なし」との声あり） 

○田中議長 これより議案第７５号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり承認することに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○田中議長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○田中議長 議事日程第５、議案第７６号教育委員会委員の任命についてを議題といたし

ます。 

 提案者の説明を求めます。 

 松本村長。 

○松本村長 議案第７６号は、教育委員会委員の任命についてでございます。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定に基づき、東條由紀子氏

の任命につきまして議会の同意をお願いするものでございます。 

 委員の定員は４名でございまして、任期は４年です。４名の委員のうち、東條由紀子氏

が平成３０年１１月１３日で任期満了となりますが、引き続き委員をお願いいたします。 

 再任でございますので御承知かと思いますが、東條氏は平成２６年１１月から教育委員

会委員をお願いし、非常に人格高潔、教育、学術及び文化に関しまして豊富な識見をお持

ちの方でございます。 
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 そのようなことから、私といたしましては東條由紀子氏が教育委員として最適任者であ

ると考えまして、任命いたしたく、同意をお願い申し上げる次第でございます。 

○田中議長 これより本案に対する質疑に入ります。 

            （「質疑なし」との声あり） 

○田中議長 ほかにないようですので、これにて本案に対する質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第７６号につきましては、会議規則第３８条第３項の規定により本会議で議決する

ことに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○田中議長 異議なしと認めます。よって、議案第７６号につきましては本会議で議決す

ることに決しました。 

 これより議案第７６号に対する討論に入ります。 

 討論される方ありませんか。 

            （「討論なし」との声あり） 

○田中議長 これにて討論を終結いたします。 

 本案に御意見があれば賜ります。 

            （「意見なし」との声あり） 

○田中議長 これより議案第７６号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり同意することに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○田中議長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり同意することに決しまし

た。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○田中議長 議事日程第６、次期議会の会期日程等の議会運営に関する事項及び議長の諮

問に関する事項についてを議題といたします。 

 本件につきましては、議会運営委員会、関口委員長から閉会中に次期議会の会期日程等

の議会運営に関する事項及び議長の諮問に関する事項について調査を行いたいとの申し出

がございました。 

 お諮りいたします。 

 委員長からの申し出のとおり閉会中に調査を行うことに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 
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○田中議長 異議なしと認めます。よって、閉会中に調査を行う旨決しました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○田中議長 議事日程第７、庁舎建設特別委員会の閉会中の所管事務調査についてを議題

といたします。 

 本件につきましては、庁舎建設特別委員会の山形委員長から閉会中に所管事務の調査を

行いたいとの申し出がございました。 

 お諮りいたします。 

 委員長からの申し出のとおり閉会中に調査を行うことに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○田中議長 異議なしと認めます。よって、閉会中に調査を行う旨決しました。 

 以上で本臨時会の日程は全て終了いたしました。 

 これで本日の会議を閉じ、平成３０年第２回千早赤阪村議会臨時会を閉会いたします。 

 なお、この後議員におかれましては１１時より２階第１会議室にお集まりいただきます

ようよろしくお願いを申し上げます。 

 どうも皆さん御苦労さまでございました。 

            午前１０時４６分 閉会 
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            千早赤阪村議会 

 

               議  長        田 中  博 治 

 

               議  員        関 口  ほづみ 

 

               議  員        井 上  浩 一  

 

 

  

 


